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項  目 内                容 

第１章 総 則 

（適用範囲） 

第 1-1 条 

 

 

変更なきにつき省略。 

（目的） 

第 1-2 条 

                      

本業務は国営両総用水農業水利事業及び国営両総農業水利事業で造成された北

部幹線用水路（主水路）及び第二導水路の機能診断調査を行うとともに、施設の機

能を保全するために必要な対策方法等を定めた機能保全計画（案）の策定を行うも

のである。 

また、西部幹線用水路第５２号隧道の路線検討等の設計及び南部幹線用水路真

亀川水管橋の管内調査を行う。 

（場所） 

第 1-3 条 

   ～ 

（保険加入） 

第 1-12 条 

 

変更なきにつき省略。 

第 2 章 作業条件 

（適用する図書） 

第 2-1 条 

   ～ 

（作業条件） 

第 2-2 条 

 

 

 変更なきにつき省略。 

（対象施設） 

第 2-3 条 

 

本業務の対象となる施設は、次のとおりである。 
なお、詳細については別紙１【調査対象施設諸元一覧表】のとおりである。 

  （用水路）           （ 〃 ） 
北部幹線用水路（主水路） Ｌ＝7.540km（共有施設） 
              （ 〃 ） 

   第二導水路        Ｌ＝1.000km 
                 （ 〃 ） 

西部幹線用水路      Ｌ＝5.312km（内 1.270km 路線計画設計） 
（ － ） 

南部幹線用水路（水路橋） Ｌ＝0.148km（本管） 
              （ － ） 
             Ｌ＝0.114km（放流管）  上段()内：当初、下段：変更 

（参考図書） 

第 2-4 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
本作業の参考にする図書は共通仕様書第 2-1 条によるほか次表によるものとす

る。 
名    称 発 行 所・監 修 制定(発行)年月 

コンクリートのひび割れ 

調査，補修・補強指針-2013- 
(公社)日本コンクリート 

工学会 

平成 25 年 5 月 

コンクリート診断技術 ’20 令和 2 年 2 月 

コンクリート標準示方書（設計編） 

(公社)土木学会 
平成 30 年 3 月 

コンクリート標準示方書（施工編） 

コンクリート標準示方書（維持管理編） 平成 30 年 10 月 

土木工事等施工管理基準 農林水産省農村振興局 平成 31 年 3 月 
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項  目 内                容 

（貸与資料等） 
第 2-5 条  
   ～ 
（参考図書及び貸与
資料の取扱い） 
第 2-6 条 

 

 変更なきにつき省略。 

第 3 章 作業内容 
（作業項目及び数量） 

第 3-1 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
本業務における作業項目及び数量は、次の作業項目表のとおりである。   
なお、詳細は別紙２【機能診断作業項目内訳表】及び別紙３【現地調査作業一覧

表】、別紙４【パイプライン路線計画設計画業項目内訳表】に示すものとする。 

 作業項目表                      上段（）内：当初、下段：変更 

作  業  項  目 数  量 備  考 

機能診断作業 
（〃） 
2 施設 

別紙２ 

現地調査作業 
（2） 
3 施設 

別紙３ 

パイプライン路線計画 
（〃） 
1 施設 

別紙４ 
 

（現地作業内容） 

第 3-2 条 

   ～ 

（技術提案の履行） 
第 3-3 条 

 

 変更なきにつき省略。 

第 4 章 打合せ 
（打合せ） 
第 4-1 条 

 
 

共通仕様書第 1-10 条による打合せについては、主として次の段階で行うものとす
る。また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。 

初 回 作業着手の段階 
第 2 回 中間打合せ（現地調査計画作成時） 
第 3 回 中間打合せ（機能診断評価時）       ｗｅｂ会議 
第 4 回 中間打合せ（機能保全計画（案）検討時）   
最終回 報告書原稿作成段階             

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、打合せ記録

簿を作成し、上記の打合せの都度内容について、監督職員と相互に確認するもの

とする。 
ただし、調査基準価格を下回る価格で契約した場合においては、上記に定める打

合せを含め、受注者の責により管理技術者の立会いの上で打合せ等を行うことと

し、設計変更の対象とはしない。 
その際、管理技術者は、共通仕様書第 1-11 条に定める業務計画書に基づく業務

工程等の管理状況を報告しなければならない。 
 

第 5 章 成果物 
（成果物） 
第 5-1 条  
   ～ 
（成果物の提出先） 
第 5-2 条 

 
 
変更なきにつき省略。 
 

第 6 章 契約変更 
（契約変更） 
第 6-1 条 

 
 
変更なきにつき省略。 
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項  目 内                容 

第 7 章 業務管理 
（情報共有システム
の業務について） 
第 7-1 条 

 
 
 
 変更なきにつき省略。 

第 8 章 定めなき事項 
（定めなき事項） 
第 8-1 条 
 
 

 
 
変更なきにつき省略。 
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別紙１【調査対象施設諸元一覧表】 
 
北部幹線用水路（開水路、水路トンネル、パイプライン）  変更なきにつき省略。 
 
西部幹線用水路（水路トンネル、パイプライン）      変更なきにつき省略。 
 
第二導水路（開水路）                  変更なきにつき省略。 
 
南部幹線用水路（パイプライン） 

真亀川水路橋（本管）の延長 区分 （国営両総農業水利事業） 

No. 水路構造 
延長 

(m) 

水路トンネ

ル 

開水路、

暗渠 

パイプライ

ン 
水路形式 備考 

1 南部幹線用水路 57.900   57.900 FRPM 管  

2 真亀川水路橋部 41.090      41.090 

既設水路橋内

SP 管埋設 

φ1,650mm 

 

3 南部幹線用水路 49.140   49.140 FRPM 管  

  合計＝ 148.130 0.000 0.000 148.130     

 
南部幹線用水路（パイプライン） 

真亀川水路橋（放流管）の延長 区分 （国営両総農業水利事業） 

No. 水路構造 
延長 

(m) 

水路トンネ

ル 

開水路、

暗渠 

パイプライ

ン 
水路形式 備考 

1 南部幹線用水路 54.000   54.000 FRPM 管  

2 真亀川水路橋部 42.260     42.260 

既設水路橋内

SP 管埋設 

φ1,100mm 

 

3 南部幹線用水路 18.100   18.100 FRPM 管  

  合計＝ 114.360 0.000 0.000 114.360     

 
 
別紙２【機能診断作業項目内訳表】 対象施設：北部幹線用水路（主水路）、第二導水路 
 
 変更なきにつき省略。
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別紙３【現地調査作業一覧表】 対象施設：北部幹線用水路（主水路）、第二導水路 
上段（）内：当初、下段：変更 

作業項目 規   格 作業内容 数量 備考 

【現地踏査】   
 

 

現地踏査 

（北部幹線用水路（主水路）） 

水路トンネル 

開水路、暗渠 

パイプライン 

（付帯施設を含む） 

事前情報で得られた情報をもとに

巡回目視により対象路線全体の変

状の状況を概略的に把握するとと

もに、埋設位置の土地利用状況、空

気弁等の変状等の確認を行う。 

（〃） 

7.54km 

 

排水作業 

（北部幹線用水路（主水路）） 
排泥工 

北部幹線用水路（主水路）の１～

３号サイホンにある排泥工につい

て状況調査のため、水替を行う。 

（－） 

１式 
排水量 100m3

程度 

現地踏査 

（第二導水路） 

開水路 

（付帯施設を含む） 

事前情報で得られた情報をもとに

巡回目視により対象路線全体の変

状の状況を概略的に把握するとと

もに、設置位置の土地利用状況等の

変状等の確認を行う 

（〃） 

1.00km 

 

 
【管内調査作業一覧表】 対象施設：南部幹線用水路（真亀川水路橋） 

上段（）内：当初、下段：変更 

作業項目 規   格 作業内容 数量 備考 

1. 現地調査  

調査対象施設の周辺の地形、現
況、諸施設について調査し、業務実
施に必要な現地調査を行う。 

（－） 

0.10km 
 

2.直接的定量調査（管内から
の調査） 
管内面目視調査 

定量記録、写真記
録、図化 

管水路内面の変状の有無につい
て目視にて確認し記録する。 

（－） 

0.26km 

本管φ1,650、

放流管φ1,100

の 2 条分 

継手間隔測定 
定量記録、写真記
録 

継手間隔の測定は、継目部毎に上
下左右の 4 箇所で行い、ジョイント
間隔、ゴム輪の位置を管路の継手部
にスケール、ゲージを当てて計測
し、記録する。 

（－） 

34箇所 

本管φ1,650、

放流管φ1,100

の 2 条分 

管水路継目試験 
定量記録、写真記
録 

漏水の疑いのある継手について
テストバンドによる継目試験を実
施する。 

（－） 

18箇所 

本管φ1,650 の

み 

3.仮設 
空気弁等取外し・復旧 

 

管内調査前に空気弁用フランジ
蓋又は人孔蓋を取外し、調査後に復
旧する。なお、復旧にあたりパッキ
ン、ボルトは新材を使用し復旧す
る。 

（－） 

１式 

本管φ1,650、

放流管φ1,100

の 2 条 

※真亀川水路橋は L=31.62m であるが、水路橋取付前後の管路状況も把握するため、上記の調査対象延長として

いる。 また、水路橋内には本管（φ1,650mm）、放流管（1,100mm）の 2 条が埋設されている。 

 

 
別紙４【パイプライン路線計画設計作業項目内訳表】《構想設計》 対象施設：西部幹線用水路 
   

変更なきにつき省略。 


